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在日外国人(主として韓国・朝鮮人)にかかわる教育の基本方針 

                            制定 平成2年3月23日 

神奈川県教育委員会 

                                                                                    
 

 すべての人間は生れながらにして自由で、かつ、尊厳と権利とについて平等

である。これは人類普遍の原理であり、「世界人権宣言」及び日本国憲法や教育

基本法の基底となっている理念である。1979年(昭和54 年)、我が国はこの

「世界人権宣言」の精神の具体的な実現のため、国際連合で制定された「国際

人権規約」を批准している。すべての人々が共に生き、共に発展していく社会

を創造することは人類共通の願いであり、その実現に向かって教育の果たす役

割は大きい。 

 神奈川県の教育は、個人の尊厳を重んじ、平和を愛し、心と身体の調和のと

れた、健康で、人間性と創造性豊かな人間の育成をめざしており、各市町村で

は、地域の特性を生かしたさまざまな教育が行われている。県教育委員会でも、

「自然、人とのふれあい教育」、「福祉教育」、「国際理解教育」、「男女平等教育」

など神奈川の特色ある教育及び同和教育を推進してきた。 

 国際理解教育については、1988年(昭和63 年)、国際理解教育研究協議会

より、平和教育と「内なる民際外交」の視点から、国際理解教育を推進するこ

とが急務であり、行政の取り組みの方向として、在日外国人、とりわけ在日韓

国・朝鮮人児童・生徒にかかわる教育についての基本となる考え方を明らかに

する必要があるという提言を受けた。 

 本県には、約125か国、６万人〔1989年(平成元年)６月30日現在の外国

人登録者〕の外国人が県民として生活しており、このうちの約半数が韓国・朝

鮮人である。 

 この人たちの多くは、1910年(明治 43年)の韓国併合後の我が国の植民地

政策等をはじめとする歴史的経緯及び第二次世界大戦後の南北に分断された母

国の事情や生活基盤の喪失等によって、やむなく日本で働き生活せざるを得な

くなった人たちとその子孫である。  

 

 

 このような経過のなかで、この人たちの人権は長い間軽視されてきた面があ

り、現在でも、教育、就労、福祉等において在日韓国・朝鮮人に対する厳しい

差別や偏見が根強く残っている状況がある。そのため、児童・生徒が学校や地

域社会において、本名が名乗れないという実態もある。 

 神奈川の子どもたちが多様な文化と個性を尊重し、たがいに認め合いながら、

正しい認識のもとに、身近に存在する差別や偏見を克服していくことは、国際

社会において、健全な国際人として認められ、よりよく生きていくためにも大

切なことである。また、県内に居住する外国人が本名を名乗り、民族的自覚と

誇りをもって生きるとともに、県民として、共に住みよい神奈川の創造をめざ

すことのできる環境づくりも必要である。 

 県教育委員会は、以上の認識に立って、学校・家庭・地域社会の協働のもと

に、在日外国人にかかわる教育を積極的に推進するため、次の基本的事項を定

める。 

 

１ 学校教育では、人間尊重の精神を基盤にした国際理解教育を深め、正しい

認識に立って差別や偏見を見抜く感性を養うとともに、差別や偏見を批判し

排除しようとする勇気ある児童・生徒を育成する。 

   また、在日外国人児童・生徒に対しては本名が名乗れる教育環境をつくり、

民族としての誇りをもち、自立できるよう支援する。 

 

２ 社会教育では、差別や偏見を根絶し、共に生きることのできる国際社会の

実現をめざし、指導者の啓発・研修をはじめ、生涯学習の充実に努める。 

 

３ 教育行政では、在日外国人にかかわる教育に関する理解と認識を深める 

ため、学校教育及び社会教育の充実を図るとともに、あらゆる機会をとらえ

て啓発活動を進める。 
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